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第３節　人　口 

１．総人口と世帯数の推移 

平成 17 年の国勢調査による本市の総人口は 143,101 人で、平成 12 年より 1.2％増加してい
ます。しかし、増加率は平成 7 年以降低下傾向にあり、今後は平成 22 年頃をピークに減少に
転じ、目標年次である平成 30 年（2018 年）には、140,714 人になるものと予測されます。 

また、平成 17 年の総世帯数は 47,197 世帯で、平成 7 年以降増加率は低下するものの引き続
き増加しており、平成 30 年（2018 年）には、49,319 世帯になるものと予測されます。 

このため、一世帯当たりの平均人員は平成 17 年の 3.03 人から 2.85 人に低下するなど、着
実に核家族

※

世帯や単身世帯などの増加が予測されます。 

※核家族：夫婦のみ、夫婦と未婚の子のみ、ひとり親と
未婚の子のみ、の世帯をいう。

資料：国勢調査（平成22年以降は推計） 
※平成22年以降はコーホート要因法により推計。 
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２．年齢階層別人口の推移 

 昭和 60 年と平成 17 年の年齢階層別人口割合の推移を見ると、年少人口（0 〜 14 歳）の割
合は 8.8 ポイント減少し、生産年齢

※

人口（15 〜 64 歳）の割合は 1.9 ポイント減少しています。 
これに対し、老年人口（65 歳以上）の割合は、10.6 ポイント増加しており、着実に少子高

齢化が進んでいます。 
現在、既に高齢化率が 21％を超える超高齢社会となっていますが、目標年次である平成 30

年には、さらに高齢化が進み、約 30％になるものと予測されます。 
また、平成 17 年と平成 30 年の今後の年齢階層別人口割合の推移を見ると、年少人口（0 〜

14 歳）の割合は 2.2 ポイント減少し、生産年齢人口（15 〜 64 歳）の割合は 7.4 ポイントの減少、
老年人口（65 歳以上）の割合は 9.7 ポイント増加するものと予測されます。 

※生産年齢：15〜64歳までの就労可能な年齢層のこと。

資料：国勢調査（平成22年以降は推計） 
※平成22年以降はコーホート要因法により推計。 
※年齢不詳人口は含まない。 
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第４節　産　業 
１．産業別就業人口の推移 

本市の就業人口は、平成 7 年までは増加を続けていましたが、平成 7 年をピークに以降は
減少しており、平成 17 年国勢調査では 75,533 人でした。 

目標年次である平成 30 年（2018 年）には、69,442 人（就業率 49.3％）になるものと予測さ
れます。 

昭和 60 年と平成 17 年の産業別就業人口割合の推移を見ると、第１次産業の割合は 4.5 ポイ
ント減少し、第 2 次産業も 5.4 ポイント減少していますが、第 3 次産業は 10.0 ポイント増加
しており、第 3 次産業への移行が見られます。 

また、今後も第 1 次及び第 2 次産業の人口割合の減少は鈍化するものの、第 3 次産業への
移行が引き続き予想されます。 

資料：国勢調査（平成22年以降は推計） 
※平成22年以降はコーホート要因法により推計。 
※総数に産業分類不能人口を含むため、内訳の合計と一致しない場合がある。
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２．水産業（年間水揚量と水揚金額） 
水揚量（焼津漁港と大井川港の合計）

は年々減少し、平成 19 年以降は 20 万
ｔを割り込んでいます。 

また、水揚金額は、平成 17 年以降増
加傾向にありましたが、平成 21 年は減
少に転じています。 

なお、全国の主要 32 港においては、
焼津漁港の平成 20 年の水揚量と水揚金
額は全国２位となっています。 

 

３．農業（農業産出額等） 
農業産出額は増加傾向にありまし

たが、平成 18 年ではやや減少し、43
億１千万円となっています。 

また、農家数は、年々減少しています。 

 

 
 
 

 
 

４．工業（製造品出荷額等）  
事業所数・従業者数・製造品出荷額

等の推移をみると、事業所数・従業者
数は、ほぼ横ばいで推移しています。 

製造品出荷額等は、平成 16 年以降減
少傾向にありましたが、平成 19 年には
増加に転じています。 

製造品出荷額等の高い主な業種は、
水産食料品製造業となっています。 
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５．商業（年間商品販売額等） 
事業所数・従業者数・年間商品販売

額の推移をみると、事業所数は、年々
減少傾向にありますが、従業者数は、
平成 11 年以降、ほぼ横ばいで推移し
ています。 

また、年間商品販売額は、平成 14
年以降、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

６．観光交流客数 
観光交流客数の推移をみると、平成

16 年度以降、宿泊客数・観光レクリエー
ション客数とも減少傾向にあり、平成
20 年度は約 321 万人となっています。 

 
 
 
 

 
 

７．大井川港取扱貨物量 
大井川港は、県営の外国貿易港であ

る清水港、田子の浦港、御前崎港に次
いで県内第４位の取扱貨物量を誇りま
す。 

しかし、近年、減少傾向にあり、特
に平成 20 年の砂利・砂・石材の貨物
量は取扱企業の撤退などにより約９割
減少し、全体で約 229 万 t まで減少し
ています。 

主な取扱貨物は石油製品・重油・Ｌ
ＰＧ で、全体の約 7 割を占めて いま
す。 
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第６章　時代の潮流とまちづくりの課題

本市を取り巻く社会経済情勢は、急速に変化しており、今後、発展を続けていくためには、
時代の潮流を的確にとらえ、まちづくりを進める必要があります。 

このため、将来を展望する際の横断的な視点として、時代の潮流を次のとおり認識し、将
来の発展に向け、的確にまちづくりを進めていくこととします。 

 

１．人口減少社会の到来と少子高齢化の進展 
我が国は、平成 17 年（2005 年）から本格的な人口減少社会に入り、平成 62 年（2050 年）

には人口が約 9,515 万人まで減少し、65 歳以上の高齢者の割合は約 40％まで上昇すると見込
まれています。 

また、本市においては、第５章第３節の「１．総人口と世帯数の推移」で示したとおり、
総人口は平成 22 年までは緩やかに増加するものの、その後は減少に転じ、平成 30 年以降は、
65 歳以上の高齢者の割合が約 30％を超えるものと予想されます。 

こうした人口構造の変化は、経済・社会の担い手となる生産年齢人口の減少による社会全
体の活力低下や地域の担い手の減少による防犯や災害時における住民活動の弱体化を招くこ
とが懸念されます。 

さらに、高齢化の進展により、年金、医療費、介護費等の社会保障給付費
※

の増大と一人暮
らしの高齢者や認知症

※

高齢者などの増加が考えられます。 
このため、子どもを安心して生み育てられる環境を整備するとともに、高齢者が健康で自

立し、心豊かに暮らせる環境づくりが求められます。 
 

２．安全・安心意識の高まり 
近年、国内外における地震、津波、洪水などの大規模自然災害や高齢者や子どもを巻き込

んだ犯罪、悪質な交通事故、医師不足などによる地域医療の崩壊の危機、感染症の発生、食
品偽装問題などの社会不安の増大を背景として、安全・安心に対する意識が高まっています。 

このため、危機管理体制の整備などによる安全で安心して暮らせるまちづくりが求められ
ています。 

また、昭和 51 年（1976 年）の東海地震説
※

以来、すでに 30 年以上が経過する中、地域住民
による自主防災組織の一層の育成・強化を図り、防災対策の新たな取り組みと地域防災力を
さらに高める取り組みが求められています。 

※社会保障給付費：住民の生活を安定させるため、国ま
たは地方公共団体が医療、年金、介護、生活保護など
の社会サービスを行う費用のこと。  

 ※認知症：アルツハイマー病や脳梗塞などの病気により
脳細胞が障害されて、大人になる過程で身に付けてき
た認知機能(記憶、日時や場所や人の見当づけ、ものご
との判断等)が次第に低下し、自分らしい暮らしを自立
して行うことが困難になること。

※東海地震説：石橋克彦東大助手（当時）により1976年
に唱えられた。過去の地震は、100〜150年間隔で、東
海、東南海地震の震源域で同時発生を繰り返してきた
が、1944年の昭和東南海地震では東海地震の震源域が
割れ残ったため、当時、安政地震から122年たってお
り、20〜30年持ち越すかもしれないが、2〜3年以内に
起こっても不思議ではない、と指摘されたもの。
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３．価値観の多様化 
生活水準の向上や余暇時間の増大など社会の成熟化に伴い、個人の価値観やライフスタイ

ル
※

の多様化が進み、「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」に重きを置き、文化芸術や健康への
志向などゆとりを重視した創造的な生活を求めたり、ワークライフバランス

※

を図って生活の
質を大切にする意識が高まっています。 

さらに、高齢者や団塊の世代
※

の人々をはじめとして自発的な社会貢献、社会参加への意識
も高まっています。 

その一方で、近年、日常的な隣近所の付き合いが浅く、地域活動へ参加する人が少ないなど、
地域のつながりの希薄化が進んでおり、防犯や防災対策、地域の教育力や福祉機能の低下な
どへの対応として、地域のつながりの再構築が重要視されています。 

このため、市民一人ひとりが、個々の価値観を尊重し合い、誰もが地域の一員としての自
覚を持ち、責任を果たしていく社会の実現が求められています。 

 
４．交通ネットワークの進展 

本市は、国土中枢軸である東名高速道路や幹線道路である国道 150 号、また交通の大動脈
であるＪＲ東海道本線など、広域交通ネットワークが充実した地域です。 

また、全国有数の遠洋・沖合漁業の基地として知られる焼津漁港と物流機能を持つ大井川
港を有し、これらは産業の発展だけでなく、多様な人や情報の交流による発展をもたらして
きました。 

さらに、開港した富士山静岡空港や新東名高速道路の整備、東名焼津・吉田間の新インター
チェンジなどの高速交通体系の整備は、さらなる生活圏の拡大と経済、物流構造に大きな変
化を与えるものです。 

このため、既存の交通結節点とのアクセス強化による陸・海・空の有機的なネットワーク
の形成を図り、産業立地の促進、地域資源を活用した新規産業の創出や観光振興など地域の
活力向上に結び付けていく必要があります。 

 
５．環境意識の高まり 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動や生活様式に伴い、地球温暖化
※

やオゾン層の
破壊、海洋汚染など、地球規模での環境問題が顕在化し、地球環境への関心が高まっています。
このため、日常生活から生じるごみなども地球環境に関する身近な問題として捉え、生活様
式を見直す動きが広がっています。 

恵まれた豊かな自然環境を保全するとともに限りある資源を次世代へと引き継いでいくた
めには、リサイクルや省資源・省エネルギーの意識を醸成し、市民 ･ 事業者・行政が連携し、
環境への負荷の少ない循環型社会

※

の実現に向けた取り組みを進めていく必要があります。

※ライフスタイル：生活様式。 
※ワークライフバランス：仕事と生活の調和のこと。一

人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上
の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい
ても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応
じて多様な生き方が選択・実現できる状態をいう。 

※団塊の世代：第二次世界大戦直後の日本において、
1947年から1949年までのベビーブームに生まれた世代

のこと。 
※地球温暖化：二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に

より、地球全体の気温が上昇するとされており、自然
や生活環境などに影響が生じる現象のこと。 

※循環型社会：廃棄物の発生抑制、資源としての有効活
用、適正処分などによって、天然資源の消費が抑制さ
れ、環境への負荷が低減される社会のこと。 
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６．情報社会の進展 
情報通信技術（ＩＣＴ）

※

の飛躍的な発達は、パソコンや携帯電話等の情報通信機器とインター
ネットの急速な普及を促し、高度情報通信ネットワーク社会

※

の急速な拡大と人々の生活スタ
イルや経済活動などに強い影響を及ぼし、情報の重要性をますます大きなものとしています。 

情報通信基盤の整備は、地域の情報発信、教育機会や障害者の社会参加機会の拡充、在宅
医療の充実、就業機会の拡大等、社会のあらゆる分野に効果をもたらす可能性があります。 

このため、情報通信技術を地域づくりや交流の活発化に積極的に活用し、まちの魅力と活
力を高める取り組みをしていく必要があります。 

 
７．地方分権の進展 

 地方分権の進展に伴い、様々な権限が国や県から市町村に移譲され、政策の自己決定権が
拡大し、自らの権限と責任のもとに、地域の実情やニーズを踏まえた個性豊かなまちづくり
を進める必要があります。 

 このため、まちづくりの進め方もこれまでの行政主導による手法ではなく、市民や事業者
と行政が一体となり、目的を共有しながらそれぞれの役割を分担して取り組む「協働のまち
づくり」を一層推進していく必要があります。 

これにより、市職員には自ら実行する政策形成能力と協働を進めていくための調整能力が
これまで以上に求められるとともに、より専門性が要求される事務の増加が予想されます。
このため、地域の実情に即した公共サービスが展開できる体制づくりや人材の育成・確保が
必要となります。 

  
８．行財政改革 

 人口減少や少子高齢化の進展、市民ニーズの複雑・多様化など行政を取り巻く状況が厳し
さを増す中で、的確な公共サービスを提供していくためには、地域で活動するさまざまな主
体と行政が一層連携を密にし、地域全体としての力（地域力）を発揮・向上させ、地域の課
題解決に取り組むことが求められています。 

このため、地域住民をはじめ、ＮＰＯ
※

や企業など、さまざまな主体が地域づくりに一層参
加できる仕組みを整えていくとともに、民間にできることは民間に委ね、真に行政として対
応しなければならない政策・課題等に重点的に対応した簡素で効果的かつ効率的な行政経営
を実現していく必要があります。 

また、持続的に公共サービスを提供するためには、財政的に自立することが重要であるこ
とから、自主財源

※

の確保対策など、財政基盤の強化を図る必要があります。

※情報通信技術（ICT）：
Information and Communication(s) Technology。情報
や通信に関する技術の総称。 

※高度情報通信ネットワーク社会：インターネットその
他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全
に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有
し、又は発信することにより、あらゆる分野における

創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
※NPO：Non Profit Organizationの略称で、一般的には

「民間非営利組織」と訳される。営利を目的とする株
式会社などと異なり、社会的使命の追求を目的とし、
自発的、継続的に活動する団体を指す。

※自主財源：固定資産税や市民税、使用料など市が独自
で収納、徴収できるお金のこと。




